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農業者年金制度について

年金制度が改正されます

（2）



　

大
崎
町
茶
業
振
興
会（
竹
安
利
邦
会
長
）は
、
12
月
21
日

に
お
茶
の
消
費
普
及
啓
発
と
し
て
町
内
の
小
学
生
に
リ
ー

フ
茶
を
配
り
ま
し
た
。

　

毎
年
、
こ
の
時
期
に
お
茶
と
親
し
ん
で
も
ら
い
た
い
こ

と
と
、
将
来
の
お
茶
フ
ァ
ン
を
増
や
す
た
め
に
10
年
以
上

続
け
て
い
る
事
業
で
す
。

　

最
近
は
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
お
茶
が
使
い
勝
手
が
良
く
、

急
須
で
入
れ
る
お
茶
の
消
費
が
減
少
し
て
き
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
大
崎
町
茶
業
振
興
会
で
は
お
茶
の
消

費
普
及
を
図
る
た
め
、
小
学
生
を
対
象
に
「
お
茶
の
入
れ

方
教
室
」を
毎
年
開
催
す
る
こ
と
と
、今
回
の
配
布
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

お
茶
は
昔
か
ら
飲
ま
れ
て
お
り
、
か
ぜ
予
防
や
リ
ラ
ッ

ク
ス
効
果
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
飲
ん
で
み
て
く

だ
さ
い
。

小
学
生
に
リ
ー
フ
茶
贈
呈

小
学
生
に
リ
ー
フ
茶
贈
呈

　

去
る
11
月
18
日
、
大
崎
町
中
央
公
民
館
に
て
農
業
委
員
・

最
適
化
推
進
委
員
を
対
象
に
し
た
研
修
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

今
回
の
研
修
は
大
隅
地
区
を
４
班
に
分
け
、
少
人
数
・

短
時
間
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

　

研
修
会
で
は

①
農
業
委
員
・
農
地
最
適
化
推
進
委
員
の
活
動
に
つ
い
て

②
農
地
集
積
・
集
約
化
の
推
進
に
つ
い
て

③
人
・
農
地
プ
ラ
ン
の
推
進
に
つ
い
て

④
農
地
中
間
管
理
事
業
等
の
推
進
に
つ
い
て

県
農
業
会
議
等
か
ら
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

大
隅
地
区
農
業
委
員
等
研
修
開
催

大
隅
地
区
農
業
委
員
等
研
修
開
催

≪最適化推進委員を募集します≫
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リーフ茶を受取る持留小学校の児童



　

広
報
委
員
会
編
集
の
も
と
、

第
39
号
の
農
業
委
員
会
だ
よ
り

を
お
届
け
し
ま
す
。

 

発
行
に
あ
た
り
取
材
協
力
を
い

た
だ
い
た
皆
様
に
は
心
よ
り
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。

　

広
報
委
員
会
で
は
、
今
後
も

経
営
に
役
立
つ
情
報
提
供
を
し
て

ま
い
り
ま
す
の
で
ご
意
見
・
ご
要

望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

広
報
委
員

　

豊
住 

秀
史　
　

高
橋 

み
よ
子    

　

二
見 

さ
ち
子　

戸
床 

ト
シ
子

　

肥
後 

修　
　
　

川
越 

深

～全国農業新聞～
　全国農業新聞は、みなさまの立場に立って、
中央・地方の情勢、営農や暮らしの情報を提
供しています。
　お申し込みは、お近くの農業委員または農
業委員会までご連絡ください。

発行日：毎週 金曜日　　購読料：１ヶ月  700円

農 業 委 員 会 か ら の お 知 ら せ

①耕作者（所有者）は、農地の適正管理を行いましょう。（荒地にならないように）
②農地周辺の土手・畦道の管理を行いましょう。（草刈後の処分も）
③プラウ等で深耕するときは、隣の畑との間隔を空けましょう。
④農業用廃プラスチック類の適正な処理を行いましょう。（土手等に野積みしない）

●農用地の適正管理について

３ 条 申 請…104件　2,640 ａ　　　　　農 振 関 係… 7件　 140ａ
４ 条 申 請… 5件　 107ａ　　　　　非 農 地 証 明… 15件　 152ａ
５ 条 申 請… 28件　 809ａ　　　　　利 用 権 申 請…365件　12,529 ａ
所有権移転… 7件　 196ａ　　　　　農地中間管理権申請…133件　 4,855 ａ

農業委員会定例総会では、令和３年１月～12月の間に、以下の案件を審議しました。

●農地の転用には許可が必要です

　農地転用とは、農地を農地以外にすることです。例えば住宅・駐車場・山林・畜舎などに土
地利用を変更することです。このような場合、農業委員会に申請し許可を受ける必要があります。
　また、転用許可は全ての農地が対象となり、地目が農地でなくても、現況が耕作に供されて
いる土地も農地と見なされます。

農地転用とは

　４条申請……自分名義の農地を転用する場合
　　　　　　　○自己所有農地に住宅・畜舎など建築する場合
　　　　　　　○自己所有農地に杉などを植林する場合　など

　５条申請……他人名義の農地を買って、又は借りて転用する場合
　　　　　　　○住宅・畜舎などを建築するための農地を買うか、借りる場合
　　　　　　　○資材置き場・駐車場などとして利用するために農地を買うか、借りる場合
　　　　　　　○他人名義の農地を買って、杉等を植林する場合　など

　申請は農業委員会で受付けています。
　原則、毎月月末になります。（月によっては１～２日前になります）

申請方法は
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